
令 和 ４ 年
３月22日
（火曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
規
則

山
口
県
情
報
公
開
審
査
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
学
事
文
書
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
市
町
課
）

一

…
…
…
…
…
…

山
口
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
規
則
（
文
化
振
興
課
）

二
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
立
農
業
大
学
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
農
業
振
興
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

規

則

山
口
県
情
報
公
開
審
査
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
二
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
七
号

山
口
県
情
報
公
開
審
査
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
情
報
公
開
審
査
会
規
則
（
平
成
九
年
山
口
県
規
則
第
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
以
下
」
の
下
に
「
こ
の
条
に
お
い
て
」
を
加
え
る
。

第
六
条
を
第
七
条
と
し
、
第
五
条
を
第
六
条
と
し
、
第
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
部
会
）

第
五
条

審
査
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

⚒

部
会
に
属
す
べ
き
委
員
は
、
会
長
が
指
名
す
る
。

⚓

部
会
に
部
会
長
を
置
き
、
部
会
に
属
す
る
委
員
の
互
選
に
よ
っ
て
こ
れ
を
定
め
る
。

⚔

部
会
長
は
、
部
会
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

⚕

部
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
又
は
部
会
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
部
会
に
属
す
る
委
員
の
う
ち
か
ら

部
会
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る
者
が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

⚖

部
会
の
会
議
は
、
部
会
に
属
す
る
委
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
開
く
こ
と
が
で
き
な

い
。

⚗

審
査
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
の
決
議
を
も
っ
て
審
査
会
の
決
議
と
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

⚘

前
条
（
第
三
項
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
部
会
の
会
議
に
準
用
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
二
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
八
号

山
口
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
山
口
県
規
則
第
二
十
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
六
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
別
表
第
十
八
号
の
十
三
レ
」
を
「
別
表
第
十
八
号
の
十
四

レ
」
に
改
め
る
。

第
五
条
の
七
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
別
表
第
十
八
号
の
十
四
チ
」
を
「
別
表
第
十
八
号
の
十
五

チ
」
に
改
め
る
。

第
五
条
の
八
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
別
表
第
十
八
号
の
十
八
ホ
」
を
「
別
表
第
十
八
号
の
十
九

ホ
」
に
改
め
る
。

第
十
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
別
表
第
三
十
三
号
の
二
ノ
、
第
三
十
三
号
の
三
ケ
、
第
三
十
三

号
の
四
ノ
」
を
「
別
表
第
三
十
三
号
の
三
ノ
、
第
三
十
三
号
の
四
ケ
、
第
三
十
三
号
の
五
ノ
、
第
三
十

三
号
の
六
ノ
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
二
項
第
二
十
四
号
中
「
覚
せ
い

﹅

﹅

剤
取
締
法
」
を
「
覚
醒
剤
取
締
法
」
に
、
「
覚
せ
い
剤

及
び
」
を
「
覚
醒
剤
及
び
」
に
、
「
覚
せ
い
剤
原
料
」
を
「
覚
醒
剤
原
料
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中

第
十
八
号
を
削
り
、
第
十
七
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下

げ
、
第
八
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。
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九

文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
に
基
づ
く
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
文
化
財
の
保
護
に
関
す
る
事
務

十

山
口
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
四
十
年
山
口
県
条
例
第
十
号
）
に
基
づ
く
同
条
例
第
二
条
第

一
号
に
規
定
す
る
文
化
財
の
保
護
に
関
す
る
事
務

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
一
条
第
二
項
第
二
十
四
号
の

改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
二
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
九
号

山
口
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
山
口
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
条
例
（
昭
和
五
十
五
年
山
口
県
条
例
第
十
五

号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
の
管
理
に
つ
い

て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
応
募
の
時
期
及
び
方
法
等
に
つ
い
て
の
公
告
）

第
二
条

条
例
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
山
口
県
報
に

登
載
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

指
定
管
理
者
が
行
う
管
理
に
関
す
る
事
務
の
内
容

二

指
定
し
よ
う
と
す
る
期
間

三

応
募
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項

四

応
募
の
方
法
及
び
期
間

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項

（
応
募
の
手
続
）

第
三
条

条
例
第
十
条
第
三
項
の
事
業
計
画
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一

応
募
者
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

二

埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
の
管
理
に
係
る
事
業
計
画

⚒

条
例
第
十
条
第
三
項
の
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一

定
款
、
寄
附
行
為
、
規
約
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
書
類

二

法
人
に
あ
っ
て
は
、
登
記
事
項
証
明
書

三

埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
の
管
理
に
係
る
収
支
予
算
書

四

事
業
計
画
書
を
提
出
す
る
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
及
び
前
々
事
業
年
度
（
次
号

に
お
い
て
「
直
前
二
事
業
年
度
」
と
い
う
。
）
の
事
業
報
告
書
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
書
類

五

直
前
二
事
業
年
度
の
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
書
類

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

（
指
定
の
公
示
）

第
四
条

条
例
第
十
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
山
口
県
報
に

登
載
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

二

指
定
管
理
者
が
行
う
管
理
に
関
す
る
事
務
の
内
容

三

指
定
の
期
間

（
遵
守
事
項
）

第
五
条

埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
の
文
化
財
資
料
を
利
用
す
る
者
（
以
下
「
利
用
者
」
と
い
う
。
）

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
し
、
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
の
設
置
の
目
的
に
沿
っ
て
、
こ
れ
を
使

用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
の
施
設
若
し
く
は
設
備
若
し
く
は
文
化
財
資
料
を
損
傷
し
、
又
は
そ
の

お
そ
れ
の
あ
る
行
為
を
し
な
い
こ
と
。

二

他
の
利
用
者
に
迷
惑
を
及
ぼ
す
行
為
を
し
な
い
こ
と
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
の
管
理
の
た
め
必
要
が
あ
る

と
認
め
て
定
め
た
事
項

（
そ
の
他
）

第
六
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
の
管
理
に
つ
い
て
必
要
な
事
項

は
、
知
事
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
立
農
業
大
学
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
二
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
十
号

山
口
県
立
農
業
大
学
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二
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山
口
県
立
農
業
大
学
校
規
則
（
昭
和
五
十
九
年
山
口
県
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
別
記
第
一
号
様
式
」
を
「
別
記
様
式
」
に
改
め
る
。

第
九
条
中
「
（
別
記
第
二
号
様
式
）
」
を
削
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
（
別
記
第
三
号
様
式
）
」
を
削
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
（
別
記
第
四
号
様
式
）
」
を
削
る
。

第
十
三
条
中
「
（
別
記
第
五
号
様
式
）
」
を
削
る
。

第
十
四
条
中
「
（
別
記
第
四
号
様
式
）
」
を
削
る
。

第
十
七
条
中
「
（
別
記
第
六
号
様
式
）
」
を
削
る
。

別
表
第
一
園
芸
学
科
の
項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

土
地
利
用
学
科

10人
20人

別
表
第
一
園
芸
学
科
の
項
中
「25人

」
を
「20人
」
に
、
「50人

」
を
「40人

」
に
改
め
、
同
表
畜

産
学
科
の
項
中
「15人

」
を
「10人

」
に
、
「30人
」
を
「20人

」
に
改
め
る
。

「

別
表
第
二
の
⚑
の
表
中

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
概
論

15

を
」

「

地
域
課
題
探
究

20

に
、

」

「

」
を

情
報
処
理
演
習

国
際
交
流
・
地
域
交
流
概

論

2015

「

」
に
、

情
報
処
理
・
情
報
活
用

30

「

」
を

農
業
経
営
（
基
礎
）

農
業
経
営
（
応
用
）

1515

「

」
に
、
「
100」
を
「
80」
に
、

農
業

経
営

30

「

」
を
「

」
に
、

農
畜
産
利
用
演
習

農
畜
産
物
利
用
演
習

「

「
を

に
、

作
物

概
論

作
物
栽
培
演
習

園
芸

概
論

畜
産

概
論

Ｇ
Ａ

Ｐ
概

論

3020151515

農
業

基
礎

作
物
栽
培
演
習

林
業

基
礎

Ｇ
Ａ

Ｐ
概

論
農
業
新
技
術
探
究

4540151520

土
壌
肥
料
概
論

農
業

気
象

選
択

演
習

151520

６
次
産
業
化
演
習

販
売
実
践
演
習

会
社

経
営

論

204035

」

」

「
370」
を
「
435」
に
、
「
490」
を
「
555」
に
改
め
、
別
表
第
二
の
⚒
の
⑵
の
表
中

「

」
を

家
畜
解
剖
・
疫
病

15

「

」
に
、

家
畜
解
剖
・
疾
病

20

「

」
を

畜
産
飼
養
管
理

飼
料
作
物
・
草
地
管
理

21575

「

」
に
、
「
720」
を
「
750」
に
、
「
505」
を

畜
産
飼
養
管
理
演
習

飼
料
作
物
・
草
地
管
理
演

習

13555

「
410」
に
、
「
1,650」
を
「
1,680」
に
改
め
、
同
表
を
別
表
第
二
の
⚒
の
⑶
の
表
と
し
、
別
表
第

二
の
⚒
の
⑴
の
表
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、

植
物

育
種

植
物
生
理
・
育
種

「

」
及
び

植
物

生
理

15

「

」
を
削
り
、
「
720」
を
「
750」
に
、
「
505」

流
通
販
売
演
習

80

を
「
410」
に
、
「
1,650」
を
「
1,680」
に
改
め
、
同
表
を
別
表
第
二
の
２
の
⑵
の
表
と
し
、
同
表

の
前
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

⑴
土
地
利
用
学
科

授
業
科
目

授
業
時
数

講
義
・
実

験
・
演
習
実

習

病
害
虫
防
除
概
論

植
物
生
理
・
育
種

ス
マ
ー
ト
農
業
機
械
論

栽
培

各
論

営
農

計
画

Ｇ
Ａ

Ｐ
演

習
専
攻
栽
培
演
習

先
進
法
人
演
習

生
産
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
習

経
営
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実

習
・
卒
業
論
文

153030601520
20040

750
750

二
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農
家
体
験
研
修

先
進
農
家
等
派
遣
研
修

30
150

計

410

1,680

別
記
第
二
号
様
式
か
ら
別
記
第
六
号
様
式
ま
で
を
削
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中
「の

学
科

」
を
削
り
、

「

」
を

志
望
す
る
専
攻

第
１
志
望

専
攻

第
２
志
望

専
攻

第
３
志
望

専
攻

「

」
に

志
望
す
る

学
科
・
コ
ー
ス

第
１
志
望

学
科

コ
ー
ス

第
２
志
望

学
科

コ
ー
ス

第
３
志
望

学
科

コ
ー
ス

第
４
志
望

学
科

コ
ー
ス

改
め
、
同
様
式
の
注
⚒
中
「⚓

月

」
を
「⚖

月

」
に
、
「は

り
付
け
る

」
を
「貼

り
付
け
る

」
に
改

め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

⚑

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
六
条
第
一
項
、
第
九
条
、
第

十
一
条
第
一
項
、
第
十
二
条
第
一
項
、
第
十
三
条
、
第
十
四
条
及
び
第
十
七
条
の
改
正
規
定
、
別
記

第
二
号
様
式
か
ら
別
記
第
六
号
様
式
ま
で
を
削
る
改
正
規
定
、
別
記
第
一
号
様
式
の
改
正
規
定
並
び

に
同
様
式
を
別
記
様
式
と
す
る
改
正
規
定
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

⚒

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

間
に
お
け
る
改
正
後
の
山
口
県
立
農
業
大
学
校
規
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
別
表

第
一
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
表
園
芸
学
科
の
項
中
「40人

」
と
あ
る
の
は
「45人

」
と
、

同
表
畜
産
学
科
の
項
中
「20人

」
と
あ
る
の
は
「25人

」
と
す
る
。

⚓

改
正
後
の
規
則
別
表
第
二
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
入
学
す
る
学
生
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行

日
前
に
入
学
し
て
現
に
在
学
中
の
学
生
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
二
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
四
年
三
月
二
十
二
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事
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